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IP 電話に関する標準化動向と答申・端末設備等規則の関係について 
 

平成 19 年に、次世代 IP ネットワーク推進フォーラム技術部会技術基準検討 WGIP 電話

SWG（以下、IP 電話 SWG と称す）からの報告書を基に、IP ネットワーク設備委員会より

答申案を提示された。ITU-T 等の標準化機関では、その後も次世代ネットワーク等に関す

る標準化の検討が進められている。そこで、答申案提示後の IP 電話関連の標準化動向を調

査し、提案した内容に対して新たな検討課題の有無を調査した。 
尚、本調査は、当方が単独で行ったものであり、IP 電話 SWG での調査ではない。よっ

て、視点や調査内容に課題がある場合は、ご指摘いただきたい。 
 
１．次世代ネットワーク（NGN）の関連勧告の全体像 

NGN のアーキテクチャについては、ITU-T 勧告 Y.2006 の AppendixI に機能要素

別に関連勧告が表として記載されている。本表を図式化し、付図１として示す。 
 
２．IP 電話関連の IMS のアーキテクチャ 

NGN のサービスのうち、IP 電話に関連するサブシステムは、IMS（IP Multimedia 
Subsystem）Y.2021 勧告として規定されている。NGN の標準は、ITU-T 勧告 Y.2000
シリーズとして、Y.2006 のアーキテクチャに始まり、サービス毎に要求条件、機能

要件を整理する形式で勧告化されている。尚、プロトコル群は、３GPP 標準あるい

は IETF の RFC（SIP など）を直接参照する形式を採用している。 
IMS のアーキテクチャを付図２に示す。 
 

３．IMS をサポートする標準群 
NGN における IP 電話は SIP プロトコルを中心に規定されている。SIP の基本手

順は、IETF で標準化されており、その仕様は RFC3261 で規定されている。ただし、

NGN で用いている SIP は RFC3261 のみでなく、認証やセキュリティ、課金など多

くの付加機能を使用しており、それぞれ RFC 化されている。 
 付図３に IMS をサポートしている SIP などの RFC 群を示す。 

４．答申と標準の関係 



２．項に示したとおり、NGN における IP 電話関連の標準は、機能ごとに ITU-T 勧

告化されている訳ではない。また、多くの機能は ITU-T 勧告と IETF などの RFC に

よって実現される。従い、答申に記載されている事項について、主に関連する ITU-T
勧告等標準との関係を付図４に示す。ただし、SIP（RFC3261 等）に関しては、ネ

ットワークと端末間の基本手順であり、ほとんどの項目に関連するため、特別に関

連記載がある項目以外は省略した。 
 

５．今後の課題（私案） 
平成 19 年度の IP 電話 SWG の報告書を基に、現時点での ITU-T 勧告等の標準化動

向を継続ウオッチすべき項目を以下に列挙する。 
NO 検討項目 検討状況と今後の課題 

１ 高品質（ 広帯域） 

 Ｉ Ｐ 電話の品質 

広帯域IP電話の品質については、ITU-T SG12において検討

が進められている。TTCにおいても網管理専門委員会で動向

をウオッチし、JJ-201.01へ逐次反映するための検討が行わ

れている。今後は、更にインラインでの評価法に関する標準

化の進捗状況や当該サービスの国内での普及状況に応じ

て、必要な課題を明確化しながら検討を行うことが望ましい。 

２ IP テレビ電話の品質 IPテレビ電話の品質については、ITU-T SG12およびSG9

においてインタラクティブな映像コミュニケーションの

品質評価手法として検討されているが、現時点では未だ勧

告化はされていない。今後は、品質評価尺度や評価法に関

する標準化の進捗状況や当該サービスの国内での普及状況

に応じて、必要な課題を明確化しながら検討を行うことが望ま

しい。 

３ 端末側での品質測定、

表示 

本課題の実現技術については、報告書提出後も未だ具体的

な実現手段は現れていない。しかし、品質の測定結果の表示

方法や測定値の定義などは、端末によって異なる事は、ユー

ザの混乱を招き、結果的に適切なリアクションに繋がらない事

から、通話品質の表示内容に関するガイドライン化の是非に

ついて、研究の進展に併せて検討していくことが望ましい。 

４ アクセス手段、サービ

ス事業者の選択 

本課題は、エンドユーザの利便性の向上、次世代NW の利用

促進・事業活性化のために重要な課題であり、具体的なサー

ビスの実現形態の方向が明らかになった時点で検討を行うの

が適切である。 

 
以上 



付図１付図１
NGNNGNリリース１の勧告体系リリース１の勧告体系

全体 Y.2201：NGN release 1 requirements
Y.2012：Functional requirements and architecture of the NGN release 1
Y.2021：IMS for Next Generation Networks

サービス
PSTN/ISDNｴﾐｭﾚｰｼｮﾝ

Y.2271、Y.2031、
ES282.002、

PSTN/ISDNｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ
282.007(IMS)、183.010、

公衆網機能
緊急通信 (ETS)、
災害復旧(TDR)

マルチメディアサービス
• ﾘｱﾙﾀｲﾑ会話型ｻｰﾋﾞｽ： Y.2211

283.031
• IM： SIMPLE、IMPP、183.041

ES182.012、
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TS283.012
TS283 024SHDSL

VDSL
BPON
GPON
EPON
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出典： ITU-T Y.2006 Description of capability set 1 of NGN release 1, Appendix I, Table of documents related to capability set 1 of NGN release 1を元に図式化

ＮＧＮの主なＩＴＵ－Ｔ勧告ＮＧＮの主なＩＴＵ－Ｔ勧告

勧告番号勧告番号 名称名称 概要概要 制定制定

Y.2001 General overview of NGN ＮＧＮの概要 2004年12月

Y.2006
Description of capability set 1 of 
NGN release 1

ＮＧＮリリース１の機能セット１ 2008年2月
NGN release 1

Y.2011
General principles and general 
reference model for
Next Generation Networks

ＮＧＮの基本原理と参照モデル 2004年10月
e Ge e a o e o s

Y.2012
Functional requirements and 
architecture

ＮＧＮの基本アーキテクチャ 2006年9月

NACF (network attachment control
Y.2014

NACF (network attachment control 
functions)

品質制御 2008年5月

Y.2111
RACF (resource and admission 
control functions)

リソース管理、ユーザ管理 2006年9月
control functions)

Y.2021 IMS for NGN ＮＧＮに対するＩＭＳの適用 2006年9月

Y.2031 PSTN/ISDN emulation architecture
既存電話サービスとＩＳＤＮをＮＧＮ
上で提供

2006年9月
上で提供

Y.1910 IPTV architecture ＩＰＴＶアーキテクチャ 2008年9月

Y.2801
Mobility management requirement 
f NGN

ＮＧＮのモビリティ管理 2006年11月Y.2801
for NGN

ＮＧＮのモビリティ管理 2006年11月

Y.2802
Fixed-mobile convergence general 
requirement

ＦＭＣの基本要求 2007年9月



付図２付図２ IMSIMSアーキテクチャ（アーキテクチャ（Y.2021Y.2021））
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IMSIMS機能コンポーネントの概要機能コンポーネントの概要

略称 名称 概要略称 名称 概要

CSCF Call Session Control Function 

呼セッション制御ファンクション

IMSが規定するSIPサーバで3種類の機能を持
つ

HSS Home Subscriber Server あるユーザの主情報が格納されたDB機能で、

ネ ト クがその ザに関する呼やセ シホーム契約者サーバ ネットワークがそのユーザに関する呼やセッショ
ンを制御する為に利用する

I-CSCF Interrogating-CSCF

問い合わせCSCF
ピ 応答を得 グ を送 意味

CSCFの1機能で、SIPルーチングの際にSIP
メッセージ送付先のS-CSCFを問い合わせるた
めのSIPサ バ機能（Interrogateとはコンピュータの応答を得る為にシグナルを送る意味） めのSIPサーバ機能

P-CSCF Proxy-CSCF CSCFの1機能で、端末が最初にSIPメッセージ
を送るSIPサーバ機能

S-CSCF Serving-CSCF CSCFの1機能で、SIPによる通信サービスを提
供するSIPサーバ機能

AS SIPアプリケーションサーバ S-CSCFに接続され、アプリケーションサービス
を提供するSIPサーバ機能

IM-SSF IPマルチメディアサービススイッチング機能 トリガー検出などのCAMEL機能を持ち、 CAPIM SSF IPマルチメディアサ ビススイッチング機能 トリガ 検出などのCAMEL機能を持ち、 CAP
とインタワークする機能

OSA SCS OSA サービス能力サーバ アプリケーションに対してOSAインタフェースを
提供する機能

MRFC Multimedia Resource Function Controller ASまたはS CSCFの指示を受けて メディアスMRFC Multimedia Resource Function Controller ASまたはS-CSCFの指示を受けて、メディアス

トリームのリソースを制御するほか、呼情報を
記録する

MGCF Media Gateway Control Function CSCF, BGCF, PSTNなどの指示を受けて
IMS-MGWを制御する

Page 2

IMS-MGWを制御する。

IMS-MGW IP Multimedia Service Switching Function 回線交換のベアラチャネルとIPメディアストリー
ムを変換する。



付図３
IMSをサポ トするRFC群IMSをサポートするRFC群
基本呼

RFC3261（SIP）、RFC2617（ﾀﾞｲｼﾞｪｽﾄ認証）、RFC2976（INFO）、RFC2833（DTMF）、RFC3262（SIP拡張）、
RFC3311（UPDATE） RFC3320（MULTILOAD） RFC3323（Provacyヘッダ） RFC3325（ユーザID利用）

基本呼

RFC3311（UPDATE）、RFC3320（MULTILOAD）、RFC3323（Provacyヘッダ）、RFC3325（ユ ザID利用）、
RFC3326（Reasonヘッダ）、RFC3315（DHCPv6）、RFC3485（SigComp）、RFC3486（圧縮SIP）、
RFC3581（対象ﾚｽﾎﾟﾝｽ）、RFC3310（HTTPﾀﾞｲｼﾞｪｽﾄ認証 ）、RFC3966（電話番号形式URI）他

RFC3455(アクセス網情報の転送）

RFC3265（ｲﾍﾞﾝﾄ通知）、RFC3515（Refer）、
RFC3420（message/sipfrag）、
RFC3680（outbound、reg-event）、
RFC3428（ｲﾝﾂﾞﾀﾝﾄﾒｯｾｰｼﾞ）、

RFC3327（隣接ｺﾝﾀｸﾄを登録するためのSIP拡張）、
RFC3608（登録時のｻｰﾋﾞｽﾙｰﾄ検出のためのSIP拡張）、
RFC3319（DHCPv6利用のSIP拡張）
RFC3329（SIPのためのセキュリティ確保）

RFC3455(アクセス網情報の転送）

（ｲﾝﾂ ﾀﾝ ｯ ｼ ）、
RFC3841（Call Preference）、
RFC3892（Referred-By）、
RFC3891（Replaceﾍｯﾀﾞ）、RFC3911（Joinﾍｯﾀﾞ）
RFC3840（UA能力表示）、RFC3861（SIMPLE）、
RFC3903（ｲﾍﾞﾝﾄ発行） RFC3857（Watcher Info）

RFC3313（確保リソース利用のためのｷｰ情報
交換）、RFC3388（SDPｸﾞﾙｰﾋﾟﾝｸﾞ）、
RFC3556（帯域指定のSDP）RFC3903（ｲﾍ ﾝﾄ発行）、RFC3857（Watcher-Info）、

RFC3856（ﾌﾟﾚｾﾞﾝｽ）、RFC3842（Message-Waitting）

（帯域指定の ）
RFC3312（ﾘｿｰｽ管理）

ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ QoS ローミング

「改訂版NGN入門」P149図5-8を基に加筆・修正

ﾏﾙﾁﾒﾃ ｨｱ
（音声付加ｻｰﾋﾞｽ含む）

QoS
（ｻｰﾋﾞｽ品質）

ミング



 IP電話（NW）

検討状況 関連勧告等

【ネットワーク】
ネットワー
ク品質

ネットワークと端末の責任分担や、事業者間
の相互接続における品質条件の明確化を図る
観点から、一の電気通信事業者が単独で維持
すべき品質基準としてネットワーク品質を規
定することが適当である。規定に当たって
は、国際標準（Y.1541など）及び、標準的な
端末形態がネットワークの両端に接続された
状態での現行の総合品質基準を考慮すること
とする。
具体的には、UNI-UNI間のネットワーク品質
（IPパケットの転送遅延、転送遅延揺らぎ、
損失率）、及びUNI-NNI間のネットワーク品質
を設けることとし、次のように規定すること
が適当である。
(UNI-UNIネットワーク品質)
・IPパケット転送遅延時間70ms以下
・IPパケット転送遅延揺らぎ20ms以下
・IPパケット損失率0.1％以下
(UNI-NNIネットワーク品質)
・IPパケット転送遅延時間50ms以下
・IPパケット転送遅延揺らぎ10ms以下
・IPパケット損失率0.05％以下

ITU-T SG12において、IPネット
ワークの品質尺度、評価法につ
いて検討されている。2008年末
までに、IP電話に関する基本的
な品質尺度と評価法、目標値が
制定された。現在は運用中での
会話品質の評価、品質モニタリ
ングの手法およびマルチメディ
アサービスの品質評価につい
て、検討されている。

ITU-T勧告
Y.1540 IPネットワークの品質尺度
Y.1541 IPネットワークの品質目標値
Y.1542 IPネットワークの品質ﾌﾚｰﾑﾜｰｸ
Y.1543 キャリア間での品質測定法
P.564 インサービス品質評価法
Q.814 インサービスでの品質モニタ
リング（検討中）

現行のアナログ電話用設備等と同様に、電気
通信事業者に対して、非常事態が発生した時
などにおいて、災害の予防、救援等のための
通信に加えて公共のために緊急に行うことを
要する通信を重要通信として他の通信に優先
して取り扱うことが適当である。また、重要
通信を確保するために必要な場合は、他の
サービスを停止することができることとし、

ITU-T SG13において、Y.2205
（Next Genaration Networks-
Emergency
Telecommunications-Technical
Considerations)の勧告化が進
められている。また、３GPPに
おいてeCall（Emergency Call)
やETWS（Earthquake Tsunami
Warning Systems)の検討が進め
られている。

ITU-T勧告
Y.2205　緊急通信

さらに、重要通信の円滑な実施を他の電気通
信事業者と相互に連携を図り確保するため、
他の電気通信事業者と相互に接続する場合に
は、重要通信の優先的取扱いについて取り決
める等必要な措置を講じることが適当であ
る。

固定網と移動網間での災害時、
緊急時の通報手段について、
3GPPとITU-Tで連携した検討が
進んでいる。

緊急通報に
係る機能

現行のアナログ電話用設備等と同様に、緊急
通報が利用可能であることが適当である。緊
急通報を扱う事業用電気通信回線設備は、緊
急通報をその発信に係る端末設備等の場所を
管轄する警察機関等に接続すること、また、
緊急通報を発信した端末設備等に係る電気通
信番号等の情報を警察機関等の端末設備に送
信する機能等を有すること、さらに、緊急通
報を受信した端末から通信の終了を表す信号
が送出されない限りその通話を継続する機能
等の必要な機能を有することが適当である。

ITU-T SG13において、Y.2205
（Next Genaration Networks-
Emergency
Telecommunications-Technical
Considerations)の勧告化が進
められている。また、３GPPに
おいてeCall（Emergency Call)
の検討が進められている。

ITU-T勧告
Y.2205　緊急通信

発ＩＤ通知
／非通知機
能

現行のアナログ電話用設備等と同様に、電気
通信事業における個人情報保護に関するガイ
ドライン等に基づき、電気通信事業者は発信
者情報を受信者に通知する電話サービスを提
供する場合には、通信ごとに発信者情報の通
知を阻止する機能を設け、また、利用者の権
利の確保のため必要な措置を講ずることとし
て、発ID通知／非通知を可能とすることが望
ましい。

SIPの基本プロトコルにおい
て、発番号の認証方法が定めら
れている。
尚、IPAにおいて、「SIPに係る
既知の脆弱性に関する報告」が
2007年12月に発行され、2008年
12月に第2版に改版されてい
る。

IETF RFC3261（SIP）
IETF RFC3323(Privacyヘッダ）他

項目 ITU-T勧告等標準化動向答申（平成19年1月24日　情審技第5
号）

重要通信の
確保（災害
時 優 先 通
信）



 IP電話（NW）

検討状況 関連勧告等
項目 ITU-T勧告等標準化動向答申（平成19年1月24日　情審技第5

号）

異常ふくそ
う対策

現行のアナログ電話用設備等と同様に、交換
設備は、異常ふくそうが発生した場合に、こ
れを検出し、通信の集中を規制する機能又は
これと同等の機能を有することが適当であ
る。また、相互接続した他の事業者に対して
重大な支障を及ぼすことのないように、相互
接続されている交換設備は直ちに異常ふくそ
うの発生を検出し、通信の集中を規制する機
能を有することが適当である。

ネットワーク実装上の問題であ
り、ITU-Tにおいては具体的な
プロトコルについては特に検討
されていない。

不正アクセス等の対策については、現行のア
ナログ電話用設備等と同様に、事業用電気通
信回線設備の防護措置が講じられているとと
もに、異常ふくそうの発生時には、これを検
出し、通信の集中を規制又は同等の機能を有
することが適当である。

ネットワーク実装上の問題であ
り、ITU-Tにおいては具体的な
プロトコルについては特に検討
されていない。

不正アクセス対策としての緊急遮断について
は、実施の可否も含めて実施に関する基準等
（緊急遮断の対象となる攻撃通信の種別・形
態、措置の範囲、運用条件他）を明確にする
ことが望ましい。緊急遮断の技術的方法につ
いては、多岐にわたると考えられることか
ら、現時点において特に限定することは適当
ではない。

ネットワーク実装上の問題であ
り、ITU-Tにおいては具体的な
プロトコルについては特に検討
されていない。

発信者番号
偽装対策

ネットワークの安全・信頼性を確保する観点
から、自網の利用者が発信者番号を偽って発
信することができないようにするなど、事業
用電気通信回線設備は、発信者番号を偽装さ
れない対策を講じることが適当である。

IPAにおいて、「SIPに係る既知
の脆弱性に関する報告」が2007
年12月に発行され、2008年12月
に第2版に改版されている。

正当な発信者番号とされる範囲について、整
理することが望ましい。

ネットワーク実装上の問題であ
り、ITU-Tにおいては具体的な
プロトコルについては特に検討
されていない。

個人情報の
保護

発信者情報、位置情報、その他利用者に関す
る情報の保護対策については、当該情報の紛
失、破壊、改ざん、漏えいの防止その他の個
人情報の適切な管理のために必要な措置を講
じることが適当である。

IPAにおいて、「SIPに係る既知
の脆弱性に関する報告」が2007
年12月に発行され、2008年12月
に第2版に改版されている。

通信の秘密
の保持

通信の秘密の保持については、現行のアナロ
グ電話用設備等と同様に、通信内容の秘匿措
置が講じられているとともに、利用者に係る
蓄積情報を保護する措置が講じられているこ
とが適当である。

特にナシ

障害箇所の
特定

障害箇所の特定については、現行のアナログ
電話用設備等と同様に、事業用電気通信回線
設備は、故障等の発生時には、直ちに検出
し、当該設備を維持し、運用する者に通知す
る機能を有することが適当である。

ITU-T SG4において、NGNにおけ
るマネージメントロードマップ
が提示されている。

ITU-T NGNMFG

電気通信回線設備の損壊・故障及び通信路途
絶の対策については、現行のアナログ電話用
設備等と同様に、予備機器の設置等の措置を
講じ、故障等の発生時には当該予備の機器に
速やかに切り替えられるとともに、設備の点
検及び検査に必要な試験機器の配備、また故
障等が発生した場合における応急復旧措置を
行うために必要な機材の配備等の措置を講じ
ることが適当である。

特にナシ

障害が発生した場合の他事業者への障害の波
及防止については、現行のアナログ電話用設
備等と同様に、相互接続における取決め等に
より、故障連絡や、障害の切り分け、回線の
閉塞等の措置を講じることが望ましい。

特にナシ

不正アクセ
ス等対策

損壊・故障
及び通信路
途絶に対す
る対策



 IP電話（NW）

検討状況 関連勧告等
項目 ITU-T勧告等標準化動向答申（平成19年1月24日　情審技第5

号）

IPネットワークにおける相互接続性を確保す
るために、以下の項目について、必要に応じ
標準化等を行っていくことが望ましい。
－

－

① 呼制御プロトコル
・トランスポートレイヤとしてのTCPの適用、
及び、IPv6からIPv4への接続時のCプレーン上
でのフォールバック手順

IMSの機能の一つとして、SBC
（Session Border Control）機
能が勧告化されている。

ITU-T Y.2012（NGNの基本ｱｰｷﾃｸﾁｬ）

② 番号に基づく接続先識別／接続出方路の判
定とルーチング処理
・PSTNからIPネットワークへの一般番号ポー
タビリティを実施した利用者のIPネットワー
クからIPネットワークへの接続形態による着
信を考慮した、IPネットワーク内でのリダイ
レクション手順及び情報要素等

特にナシ

③ Uプレーンインタフェースにおける低位レ
イヤからIPレイヤまでの各階層のインタ
フェース規定
・IPv6からIPv4への接続時のUプレーン上での
フォールバック手順

IMSの機能の一つとして、SBC
（Session Border Control）機
能が勧告化されている。

ITU-T Y.2012（NGNの基本ｱｰｷﾃｸﾁｬ）

④ Uプレーンインタフェースにおける符号化
方式

特にナシ

⑤ 試験呼の識別表示 特にナシ
⑥ オプションサービスに関する規定 特にナシ
⑦ IPネットワーク相互間の優先取扱い 特にナシ

検討状況 関連勧告等

停電や災害
時の疎通対
策

「端末の停電対策」、「災害時の緊急対応体
制・事業者間の連絡方法」、「災害時の音声
通信の優先」については、今後の社会的な動
向により必要性が高まった段階で検討を行う
ことが適当である。

前述のとおり、必要性・要求条
件を検討の状況

実 装 基 本
コーデック

050-IP電話に関して、符号則、ベアラ規定に
ついては、0AB~J-IP電話と同様、G.711μ-Law
のサポートを基本とすることが適当であり、
TTC技術レポートTR-9024に準ずることが望ま
しい。

ITU-Tにおいては特に規定な
し。事業者マターと認識。

複数事業者
の相互接続
性の確保

項目 答申（平成20年3月26日　情審技第
13号）

ITU-T勧告等標準化動向



 IP電話 (端末)

検討状況 関連勧告等

ネットワー
ク品質

ネットワーク品質に関連して、0AB～J番号を
使用するIP電話端末が具備することが適当で
ある機能は、以下のとおりである。
・サービスが利用できない場合のネットワー
クとの原因の切り分けや、通話品質が良くな
い場合の品質の切り分け等を行い、ネット
ワークと端末の効果的な保守運用を行うた
め、ネットワークからの切り分け試験に対す
る応答機能及びエンド・トゥ・エンドの総合
品質に関する情報を取得し、転送できる機
能。
これらの機能の端末設備の技術基準への反映
については、現行アナログ電話が0AB～J番号
を使用するIP電話に移行することを想定する
と、機能の円滑な導入を図る観点から、関連
の国内外の動向、試験方法等の整備状況等を
勘案しつつ、検討することが適当である。

ITU-T SG12において、VoIP端末
の品質のあり方が勧告化されて
いる。日本では、これを受けて
TTCでJJ-201.01を制定、CIAJに
おいて実装上のガイドラインを
定めている。

ITU-T勧告
P.1010(VoIP)

ファクシミ
リ通信

IPネットワーク上でファクシミリの正常送受
信を行うため、ネットワークに接続する端末
設備（ターミナルアダプタ又はIP対応ファク
シミリ端末）について、ファクシミリの伝送
方式（T.30みなし音声方式、T.38方式）にお
ける、ジッタバッファやエコーキャンセ
ラー、FAXトーンの機能条件を明確にすること
が望ましい。

ITU-T SG16において、T.38とし
てIPネットワークを介した通信
プロトコルは標準化されてい
る。また、G.IP2IPとしてモデ
ム通信のエコーキャンセラーの
制御法は継続検討中である。し
かし、ジッタバッファなどの具
体的な値についてｈ、実装上の
問題として、標準化はなされて
いない。

ITU-T勧告
T.38 イ ン タ ー ネ ッ ト FAX
G.IP2IP

ネットワークの異常ふくそう対策と関連し
て、0AB～J番号を使用するIP電話端末が具備
することが適当である機能等は以下のとおり
である。

・ふくそうの波及防止機能として、ふくそう
時のネットワーク側の負荷を軽減させふくそ
うの波及を防止するために、発信時にネット
ワークからふくそう状態の通知を受けた場
合、無効呼の発信を抑止させるために利用者
へその旨を通知する機能。

特になし

・端末の一斉登録要求等によるネットワーク
のふくそうを回避するために、ネットワーク
が端末の登録を受付できない場合に、ネット
ワークから再登録要求の送信タイミングにつ
いて指示があった場合は、端末はその指示に
従い送信タイミングを調整し、また、ネット
ワークからの再登録要求の送信タイミングに
ついて指示が無い場合は、端末が送信タイミ
ングを調整し、再登録要求を行う機能。

特になし

・現行のアナログ電話と同様に、端末の高頻
度な発信の繰り返しによる、ネットワークの
ふくそうの発生等の影響を低減させるため、
自動再発信の回数を制限する機能。なお、自
動再発信を行う場合（自動再発信の回数が15
回以内の場合を除く）、その回数は最初の発
信から3分間に2回以内とする（最初の発信か
ら3分を超えて行われる発信は、別の発信とみ
なす）。

特になし

・ソフトウェアの脆弱性のある端末を悪用し
た攻撃等により、ネットワークの設備や他の
利用者に対して悪影響を及ぼすことを防止す
るために、端末のソフトウェアに脆弱性が発
見された場合は、それを修復するための更新
機能。

特になし

項目 答申（平成19年1月24日　情審技第5
号）

ITU-T勧告等標準化動向

異常ふくそ
う対策



 IP電話 (端末)

検討状況 関連勧告等
項目 答申（平成19年1月24日　情審技第5

号）
ITU-T勧告等標準化動向

これらの機能の端末設備の技術基準への反映
については、現行アナログ電話が0AB～J番号
を使用するIP電話に移行することを想定する
と、機能の円滑な導入を図る観点から、関連
の国内外の動向、試験方法等の整備状況等を
勘案しつつ、検討することが適当である。自
動再発信を行う場合の再発信回数について
は、国内外の動向等を踏まえ、必要に応じて
見直しの必要性の検討を行うことが適当であ
る。

検討状況 関連勧告等

停電や災害
時の疎通対
策

「端末の停電対策」、「災害時の緊急対応体
制・事業者間の連絡方法」、「災害時の音声
通信の優先」については、今後の社会的な動
向により必要性が高まった段階で検討を行う
ことが適当である。

必要性・要求条件を整理してい
る段階

ITU-T勧告等標準化動向項目 答申（平成20年3月26日　情審技第
13号）
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